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新庄市いじめ防止基本方針 

新 庄 市 

はじめに 

 

新庄市は、平成５年１月の中学校生徒の死亡事故を機に、未来を担う子どもが、温かい心や

元気なからだ、豊かな才能を持ち、自らの将来に向かい夢を持って行動することができるよう、

「いのちの尊厳を根底に据えた心の教育の充実」を最重要課題として学校教育を進めてきた。

市内全学校の共通理解の下、全ての教育活動を通した良好な人間関係づくりや、優しさや思い

やりのある子どもを地域と共に育成すること等に、長期的に取り組んできている。いじめから

子どもを守るためには、「いじめは、いつでも、どこでも、どこの子どもにも起こり得る」と

いう共通認識のもと、市、学校、保護者、市民、社会全体の責務として、関係機関等の連携協

力を図り、いじめを「しない、させない、許さない」取組が必要である。 

 

平成25年に「いじめ防止対策推進法」（以下、｢法｣という。）が施行され、本市においても、

「新庄市いじめ防止対策等推進条例」（以下、｢条例｣という。）を平成26年12月15日に施行して

いる。 

法及び条例は、いじめ防止等（いじめの防止、いじめの早期発見、いじめへの適切な対応等）

のための対策に関し、国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、いじめの防止等のた

めの対策に関する基本的な方針の策定や基本となる事項について定めたものである。 

 

以上のことを踏まえ、新庄市としてのいじめ防止のための対策を総合的かつ効果的に推進す

るために、「新庄市いじめ防止基本方針」（以下「市基本方針」）を定めるものである。 
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第１章 いじめ防止等対策の基本的な方向 

１ 基本理念 

 全ての子どもは、かけがえのない存在であり、社会全体でその健やかな成長を支援していくこと

ができるよう、条例第 3 条において次のとおり規定している。 

市、学校、保護者、市民、事業者及び関係機関等は、いじめは子どもの尊厳を脅かし、重大

な人権侵害であるとの認識のもと、それぞれの責務を自覚し、主体的かつ積極的に相互に連携

していじめの防止等に取り組まなければならない。 

 

 ２ いじめの定義 

 法第 2条において、「いじめ」とは、「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍

している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を

与える行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）であって、当該行為の対象とな

った児童等が心身の苦痛を感じているものをいう」と定義されている。 

 また、けんかやふざけ合いであっても、見えない所で被害が発生している場合もあるため、

背景にある事情の調査を行い、子どもの感じる被害性に着目し、いじめに該当するか否かを判

断する必要がある。 

 好意から行った行為が意図せずに相手側の子どもに心身の苦痛を感じさせてしまった場合

も法が定義するいじめに該当するため、校内組織において情報共有することは必要である。た

だし、学校は「いじめ」という言葉を使わず指導するなど、柔軟な対応による対処も可能であ

る。 

※いじめの定義に係る用語の解釈及び留意点については「国の基本方針」を参照 

 

３ 主な用語の定義 

 この基本方針において、次の各号に掲げる用語の定義は、次のように規定する。 

（１）いじめの防止等：いじめの防止及び早期発見並びにいじめへの対処をいう。 

（２）学校：新庄市立学校設置条例(昭和４６年条例第１２号）第２条に規定する小学校、中

学校及び義務教育学校をいう。 

（３）子ども：学校に在籍する児童及び生徒その他これらの者と等しくいじめの防止等の対

象と認めることが適当である者をいう。 

（４）保護者：親権を行う者、未成年後見人その他の子どもを現に監護する者をいう。 

（５）市民：本市の区域内に居住し、勤務し、又は通学する者をいう。 

（６）事業者：本市の区域内で事業活動を行う個人、団体及び法人をいう。 

（７）関係機関等：警察、児童相談所その他の子どものいじめの問題に関係する機関及び団

体をいう。 

（８）こころの教育：自他のいのちを大切にし、他人を思いやる心、美しいものや自然に感

動する心などの「豊かな心」を育むことを目的とする教育活動をいう。 

（９）居場所づくり：子どもが安心できる、自己存在感や充実感を感じられる場所を提供す

ること。すなわち、大人が子どものためにそうした「場づくり」を進めることをいう。 

（10）小中一貫教育：中学校区内にある小学校・中学校・義務教育学校において、教育目標

や指導の方針が小中学校（前後期課程）を貫いていることや各教科の指導の在り方にも

一貫性があることを重視した教育をいう。 

（11）ふるさと学習：ふるさと新庄や生まれ育った地域を愛し、誇りに思う心を育むことを
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目的とする教育活動をいう。 

（12）キャリア教育：社会的、職業的な自立を目指すために必要な資質能力を育むことを目

的とする教育活動をいう。 

 

 ４ いじめの防止等に関する基本的な考え方 

 （１）いじめ防止等 

   ①いじめの未然防止といじめが起きにくい体制づくり 

いじめは「いつでも、どこでも、どこの子どもにも起こり得る」ということを念頭

に置き、より根本的な問題克服のために、全ての子どもを対象としたいじめの未然防

止及びいじめが起きにくい体制づくりが必要である。公正・公平な価値観を大切にす

る等、人権意識を高め、共生的な社会の一員としての市民性を育むために、未然防止

への取組や体制づくりに市民全体が一体となって取り組む。 

   ②良好な人間関係を構築する能力の育成 

学校の教育活動をはじめ地域や家庭教育を通して、全ての子どもに様々な価値観や

慣習等を持つ人との良好な人間関係が構築できるための資質能力を育み、社会全体に

いじめをしない、させない、許さないという土壌をつくることが必要である。そのた

めにも、地域・家庭との連携協力のもと、計画的に異年齢交流や集団での体験活動等

の機会を子どもに提供する。 

   ③自尊感情や自己有用感を感じられるための子どもの居場所づくり 

全ての子どもが、安心・安定した日常生活を送り、様々な場面で自尊感情を高め、

自己有用感や充実感を感じられるようにすることが必要である。そのためにも、学校

や地域・家庭の中で子どもの居場所づくりを行うことの必要性を市民全体に広め、学

校・地域・家庭が一体となって居場所づくりを推進していく。 

 

 （２）いじめの早期発見 

   ①いじめを認知する意識を高める 

いじめの早期発見は、全ての大人が連携し、子どものささいな変化に気付く力を高

めることが必要である。一方、いじめは、大人が発見しにくい形で存在することや、

いじめとは判断しにいくい形で行われることが多い。周囲の大人が、子どもに対し関

心を持ち、日常の何気ない言動からいじめを認知しようとする積極的な意識を持つた

めの取組を推進する。 

   ②地域や家庭との連携について 

社会全体で子どもを見守り、子どもの健やかな成長を促すため、学校関係者と地域・

家庭との連携が必要である。また、日頃から子どもが多くの大人と関わることは、い

じめの早期発見につながる。大人が、意識的に子どもと接するような取組の啓発活動

を行う。 

   ③相談窓口としての機能 

いじめの早期発見のためには、教職員への、相談・通報の窓口として機能していく
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ことが必要である。そのためには、信頼される学校づくりを進めていくことはもちろ

ん、子どもや保護者・地域住民が相談しやすい体制を整えていく。また、国や県、市

が設置する相談窓口でも相談できることを広く周知していく。 

地域・家庭において、いじめが疑われる事実を知った際は放置することなく、学校

や関係機関に相談するなどの迅速な行動をとることもあわせて周知していく。 

 

 （３）いじめへの適切な対処 

   ①子どもの安全確保 

いじめがあることが認識された場合、学校は直ちにいじめを受けた子どもやいじめ

を知らせた子どもの安全を確保し、いじめた側の子どもに対して事情を聴き取りした

上で、適切な対処を組織的に行う。また、家庭や市教育委員会との連携・相談や、関

係機関との連携を進める。 

②組織的な生徒指導体制づくり 

学校は平素から生徒指導を組織的に行う体制づくりを整備する必要がある。そのた

めに、具体的な事例研修等で組織としての対応力を向上させる。 

   ③関係機関（医療、福祉、警察等）との連携について 

いじめへの対処には、関係機関（医療、福祉、警察等）との適切な連携が必要であ

り、平素から、学校や市教育委員会と関係機関の担当者が情報交換をして円滑な連携

協力ができる体制を構築しておく。 

重大ないじめ事案等は直ちに警察への相談・通報を行い、適切に援助を求める。 

 

 

第２章 いじめの防止等のための対策 

１ いじめの防止等のために市教育委員会が実施する施策 

 （１）市基本方針の策定 

     市は、法第 12条の規定及び条例第 8条の規定により「市基本方針」を策定する。 

「市基本方針」においては、次に掲げる内容について定める。 

Ⅰ いじめ防止等対策の基本的な方向について 

Ⅱ いじめ防止等のための対策について 

Ⅲ 教育諸課題から配慮すべき子どもの対応 

Ⅳ インターネット上のいじめへの対応 

Ⅴ 重大事態への対応 

Ⅵ その他いじめ防止等のための事項 

Ⅶ 点検・評価と不断の見直し 

 

 （２）新庄市いじめ防止等のための組織等の設置 

    ①『市いじめ問題対策連絡協議会』（法第 14条、条例第 9条） 
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学校におけるいじめの防止等に関係する機関及び団体の連携、いじめ問題に関する

施策の推進、連絡・調整を図るため、市に『市いじめ問題対策連絡協議会』を置く。 

構成員：教職員、保護者、児童相談所の職員、人権擁護委員、山形県警察署の職員、

教育委員会事務局の職員、その他市教育委員会が必要と認める者。 

※委員 15人以内をもって組織し、事務局は、学校教育課に置く。 

 

  ②『市いじめ問題対策専門委員会』（法第 14条③、条例第 16条） 

市教育委員会の諮問に応じて、市及び各学校におけるいじめ防止及び早期発見のた

めの方策について審議する機関として、また、市教育委員会と『市いじめ問題対策連

絡協議会』との円滑な連携のもと、学校におけるいじめ防止等の対策を実効的に行う

ことを目的として、市教育委員会の下に『市いじめ問題対策専門委員会』を設置する。 

重大事態に係る事実関係の調査等は、当該ケースに関わる委員を除いた本委員会の

委員で調査チームを組織し、これにあたる（法第 28条、条例第 17条②） 

また、重大事態が発生した場合、いじめを受けた子ども及びその保護者に対する支

援並びにいじめを行った子どもに対する指導及びその保護者に対する助言の在り方

等を検討し、当該校及び市教育委員会と連携をとりながら、解決に向けた対策会議の

中心的役割を担う組織とする。 

構成員：教育について専門的な知識及び経験を有する者、弁護士、心理又は福祉に

関する専門的な知識及び経験を有する者、その他市教育委員会が必要と認

める者。 

※委員 5人以内をもって組織し、事務局は、学校教育課に置く。 

 

  ③市附属機関『市いじめ問題再調査委員会』（法第 30条②、条例 24条） 

    市は、市長のもとに、臨時に『市いじめ問題再調査委員会』を設置することができ

る。市長は、当該報告に係る重大事態への対処にあたって、必要と認めるときは、調

査の結果について必要な調査を行うことができる。 

構成員：教育、法律、心理、福祉等に専門的な知識及び経験を有する者のうちから

市長が委嘱する。 

※委員 5人以内をもって組織し、事務局は市総務課に置く。 

 

 （３）いじめ防止等のための基本施策 

市は、「市基本方針」に基づき、いじめの防止等のための対策を総合的に推進し、

これらに必要な財政上の措置、その他の必要な措置を講じるよう努める。また、市及

び市教育委員会が一体となって、学校、地域、家庭、関係機関及び事業所との連携を

図り、いじめの防止等の対策に取り組む。なお、いじめに係る相談、情報提供を受け

た者は、取得した個人情報の適正な取り扱いに十分留意する。 

    ①小中一貫教育推進による未然防止の取組 

本市では、平成 18年度より小中一貫教育の推進に努めている。その教育活動の中で、
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異学年の交流による豊かな心及び望ましい人間関係の育成を行ってきた。各中学校区

にある小学校や中学校との交流活動や義務教育学校における異学年交流を通して、考

え方の違いを受け入れ、お互いの差異に対して尊重しようとする心を育んでいく。ま

た、子ども同士が円滑に他者とコミュニケーションを図る能力を育んでいく。 

 ②学校図書館及び読書活動の充実による未然防止の取組 

     学校に 1名の図書館担当職員を配置する。読書を通して、心を耕し、感受性を豊か

にすることは、ゲームやインターネット、ＳＮＳの利用を背景に、やや短絡的な言動

がみられる現代の子ども達にとっては重要なことである。市では、令和３年度に、『子

ども読書推進計画』を策定し、これまでの取組を整理するとともに、幼児から高校生

までの読書活動推進に向けた環境整備を行っていく。 

 ③教職員同士の情報交換と研修の機会の提供 

『生徒指導委員会』を、年２回開催し、本会において、情報交換会を行う。いじめ

の認知件数やいじめ発見のきっかけなど、本市の成果や課題を市内全校と共有し、共

通認識のもと教育活動ができるようにする。 

 ④教育相談体制の整備 

市教育委員会内に教育相談室を設置して、教育相談員を３人配置する。活動の主と

して、『教育なんでも相談ダイヤル』（対人関係等の悩みや不安に対応）『教育相談

室への来所相談』、『不適応指導教室』（シャイニング適応指導教室）を運営する。

学校外の機関に、相談窓口を設けることで、比較的気軽に、悩みについて相談を行う

ことができる体制をつくる。また、早期に情報をキャッチすることにおいても重要な

機関となる。 

 ⑤スクールカウンセラー等の配置 

県の事業である、スクールカウンセラー・子どもふれあいサポーター等の活用事業

を積極的に希望し、継続的に配置していく。 

 ⑥保護者・地域との連携 

    市は、毎年１１月第２土曜日を「新庄市教育の日（コスモスデー）」とし、文化の

日を挟んだ前後２週間を「コスモス教育週間」として制定している。教育週間中の活

動内容に、いじめ根絶に向けた取組を盛り込み、保護者・市民一体となって、いじめ

のない学校、地域、社会を目指そうとする気運を高めていく。 

 

２ いじめの防止等のために学校が実施する施策 

学校は、いじめ防止等のため、法第 13条に基づき「学校いじめ防止基本方針」（以下「学

校基本方針」という。）を策定する。学校基本方針に基づき、いじめの防止等の対策のため

の組織を中核として、校長のリーダーシップのもと組織体制を確立し、市教育委員会と適切

な連携の上、学校の実情に応じた対策を推進する。 
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 （１）「学校基本方針」の策定 

学校は、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するために、各学

校において「学校基本方針」を策定し、修正改善を行う。また、小中一貫教育の視点

から、同中学校区内における小学校と小学校との連携や、小学校と中学校との連携に

ついても取り組んでいく。なお、いじめの問題に対する様々な取組を推進していく際、

常に個人情報の取り扱いについて配慮する。 

  

（２）「学校基本方針」の公開 

子ども及びその保護者に対して、あらかじめ学校基本方針によりいじめの発生時に

おける学校の対応を示すことは、子どもが学校生活を送る上での安心感を与えるとと

もに、いじめの加害行為の抑止につなげるために、学校基本方針について、事前に子

ども及び保護者に積極的に公開する。 

また、地域との連携の観点から、各学校のホームページに掲載する。ホームページ

への掲載が難しい場合はその他の方法により、確認できるような措置を講ずる。 

 

 （３）いじめの防止等の対策のための組織の設置 

    法第 22条に基づき、学校におけるいじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの

対応に関する措置を実効的・組織的に行うため、中核となる『いじめ防止対策委員会

（仮称）』を設置する。 

 

 （４）いじめの防止等の基本施策 

   ①未然防止 

・こころの教育の推進によるいじめの未然防止の取組 

「いのちの尊厳を根底に据えた心の教育」を推進している本市にとって、いじめの

起きにくい学校づくりや集団づくり、人間関係づくりは最も重要な観点と考える。学

校教育活動の中核である授業の中で、子ども同士の関わり合いを大切にした学習活動

を意図的に行い、意見の異なる人に対して受容的な態度で接する能力を高める。 

    ・子ども自らが主体的にいじめについて考え、活動する取組の推進 

   児童会や生徒会自らが、いじめを根絶しようとする活動の企画・運営を支援してい

くことで集団の中に自浄作用の能力を高めていく。子ども自らが、日常生活における

問題点を見つけ、それらを解決するにはどうしたらよいのかを話し合う機会を通して、

主体的にいじめを根絶していこうとする意識を高めていく。 

    ・人としての生き方を考える教育の推進 

   各学校において、「ふるさと学習」や夢や目標を持つ「キャリア教育」を推進して

いく。これらの教育活動を通して、子どもがふるさとや地域に誇りを持ち、人として

の生き方を大切にする考えを持つことにより、他の子どもに対して同じ地域の一員と

して大切に思い、他者の生き方をも大切にしようとする気持ちを醸成する。 
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   ②早期発見のための取組 

・各種アンケート等の実施 

各学校において、県のいじめアンケート様式を活用し、年 2回いじめアンケート調

査を実施する。また、他にも各校独自の生活振り返り調査等を行ったり、教育相談週

間を年間行事に組み込んだりして、いじめの早期発見の取組を推進していく。アンケ

ートに記入された内容については丁寧に聞き取りを行い、「見逃し０」を目指す。ま

た、いじめアンケートの結果については、県の定期調査を通して市教育委員会まで報

告する。 

学級集団心理調査等を学校（小学校は 4年～6年全員、中学校は全生徒、義務教育

学校は 4年～9年全員）において年２回実施する。諸アンケート結果を通して、子ど

も一人一人が集団内でどのような意識を持っているのかを把握し、教職員による気に

なる子どもへの面談を適宜行っていく。また、集団の状態を把握し、研修等を行いな

がら、安心して生活できるクラスづくりに生かしていく。 

    ・日常の子どもの観察 

いじめの早期発見の手立ては、休み時間や放課後の子どもの様子からも行うことが

できる。日頃より、教職員と子どもとが円滑なコミュニケーションを行う関係を築く

ことは、いじめに関する情報を収集しやすいだけでなく、いじめに発展しそうなケー

スを未然に防ぐことにも役立つ。 

   ③いじめに対する措置 

・早期対応・組織的対応 

いじめの発見・通報を受けた場合は、特定の教職員で抱え込まず、速やかに学校内

において役割を分担し、組織的に対応する。事実が確認された場合、校長は、設置者

である市教育委員会に報告するとともに、いじめられた子ども及びいじめた側の子ど

もの保護者に正確に伝える。指導に当たっては、いじめられた子どもを徹底して保護

することを前提に、いじめという行為に対して決して許さないという毅然とした態度

で指導にあたる。 

なお、子どもの生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直

ちに新庄警察署に通報し、適切に援助を求める。また、インターネット・ＳＮＳ上の

いじめの早期発見のために、日頃より、教職員に対して、子どもが情報提供を行える

信頼関係を築いていく。 

・いじめられた子ども又はその保護者への支援 

 いじめられた子どもの保護者に対しては、徹底して守り通すことや、秘密を守るこ

とを伝え、不安を除去する。また、いじめられた子どもにとって信頼できる人（親し

い友人や教職員、家族、地域の人等）やスクールカウンセラー、福祉事務所（民生委

員）等の専門家、児童相談所など外部専門家と連携し、いじめられた子どもに寄り添

い、支える体制をつくる。いじめが解決したと思われる場合でも、継続して十分な注

意を払い、折に触れ必要な支援を行っていく。そのためにも、いじめの具体的内容に

ついては記録を残し、以後の指導に役立てる。 
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・いじめた側の子どもへの指導又はその保護者への助言 

 学校においていじめの事実を確認した場合、関係機関（警察等）との連携のもとに、

いじめをやめさせ、その再発を防止するよう体制整備を図る。いじめた側の子どもへ

の指導にあたっては、いじめは人格を傷つけ、生命、身体又は財産を脅かす行為であ

ることを理解させ、自らの行為の責任を自覚させる。なお、いじめた側の子どもが抱

える問題など、いじめの背景にも目を向け、いじめた側の子どもの健全な人格の発達

に配慮する。また、学校は、迅速にいじめた側の子どもの保護者に連絡し、事実に対

する保護者の理解や納得を得た上、学校と保護者が連携して以後の対応を適切に行え

るよう、保護者の協力を求めるとともに、保護者に対する継続的な助言を行う。 

・いじめが起きた集団全体への働きかけ 

 いじめを見ていた子どもに対しても、自分の問題として捉えさせる。いじめが起き

たのは集団としての正義感の欠如でもあり、傍観者の立場でいじめを止めることがで

きなかった事に対する振り返りやいじめの事実を誰かに報告する行為がとれなかっ

た原因について考えさせる。また、傍観者ではなく観衆としてはやしたてたり、同調

する行為をとっていた子どもに対しては、行為それ自体がいじめに加担していること

やいじめを肯定する行為であったことを理解させる。その後、学級全体、学年全体、

学校全体の問題として話し合いなどを行い、いじめを根絶させようとする意識が、子

どもの側から主体的に起きるような機会を設定する。 

  ・いじめの解消 

   いじめは、単に謝罪をもって安易に解消とすることはできない。いじめが「解消し

ている」状態について、文部科学省は、少なくとも次の２つの要件が満たされている

必要があるとしている。また、これらの要件が満たされている場合であっても、必要

に応じ、他の事情も勘案して判断するものと定義している。 

一 いじめに関する行為が止んでいること 

  被害者に対する心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行

われるものを含む）が止んでいる状態が相当の期間継続していること。この相当の期

間とは、少なくとも３か月を目安とする。 

二 被害児童生徒が心身の苦痛を感じていないこと 

 

第３章 教育諸課題から配慮すべき子どもの対応 

 

すべての子どもが安心して過ごすことができるように、教育諸課題から配慮すべき子どもへ

の理解を深め、日常の教育活動を通して子どもたちの人権意識の醸成を図っていく。 

 

１ 発達障がいを含む、障がいのある子ども 

発達障がいを含む障がいのある子どもが関わるいじめについては、教職員が個々の子どもの
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障がいの特性への理解を深めるとともに、個別の教育支援計画や個別の指導計画を活用した情

報提供を行いつつ、当該の子どものニーズや特性、専門家の意見を踏まえた指導及び必要な支

援を行うことが必要である。 

 

２ 海外から帰国した子どもや外国人の子ども 

 海外から帰国した子どもや外国人の子ども、国際結婚の保護者を持つなどの外国につながる

子どもは、言語や文化の違いから、学校の学びにおいて困難を抱える場合も多いことに留意し、

それらの違いからいじめが行われることがないよう、教職員、子ども、保護者等の外国につな

がる子どもに対する理解を促進するとともに、学校全体で注意深く見守り、必要な支援を行う。 

 

３ 性同一性障がいや性的指向・性自認に係る子ども 

 性同一性障がいや性的指向・性自認に係る子どもに対するいじめを防止するため、性同一性

障がいや性的指向・性自認について、教職員への正しい理解の促進や、学校として必要な対応

について周知する。 

 

４ 被災児童生徒 

災害等により被災し避難している子ども（「被災児童生徒」という。）がいた場合は、被災

児童生徒が受けた心身への多大な影響や慣れない環境への不安感等を教職員が十分に理解し、

当該被災児童生徒に対する心のケアを適切に行い、細心の注意を払いながら、被災児童生徒に

対するいじめの未然防止・早期発見に取り組む。 

 

第４章 インターネット・ＳＮＳ上のいじめへの対応 

１ インターネット・ＳＮＳ上でのいじめの未然防止 

（１）情報モラル指導の徹底と教員の指導力の向上 

   各学校においては、ＩＣＴ機器の積極的な活用と同時に、ネット上のいじめを予防する

観点から、また、子どもがインターネット・ＳＮＳ上のトラブルに巻き込まれることに鑑

み、情報化への対応として、他人への影響を考えて行動することや有害情報への対応など

の情報モラル教育を行っていく。 

  

（２）家庭・地域、ＰＴＡとの連携 

   インターネット・ＳＮＳ上のいじめについては学校の取り組みだけではなく、家庭や地

域が連携・協力し未然防止や、早期発見・早期対応へ向けた取組を行っていく必要がある。 

   各家庭においては、子どものインターネットやＳＮＳの利用状況を把握し、ニュースや

新聞記事等からネット上のいじめやインターネット、ＳＮＳの利用について話題にするな

ど、日頃から子どもと話し合う機会を設けるよう努めていく。また、子どもの発達段階に
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応じてスマートフォンなどの通信機器の利用に関して家庭におけるルールづくりを行うと

同時に、スマートフォンやゲーム機等にフィルタリングをかけ、制限していくこと等につ

いてもよく話し合う。このようなペアレンタルコントロールにより、子どものインターネ

ット・ＳＮＳ上のいじめにおいて被害者にも加害者にもならないよう努めていく。 

ＰＴＡにおいては、研修会のテーマにインターネット・ＳＮＳ上のいじめに関すること

を取り上げたり、学級・学年懇談会において話題にしたり、独自のアンケートを行い、広

報誌により啓発する等の活動を通じてインターネット・ＳＮＳ上のいじめの未然防止に向

けた活動を推進していく。 

 

２ 早期発見・早期対応 

（１）早期発見への取り組み 

 ①インターネット・ＳＮＳ上のいじめのサインをキャッチするポイント 

  インターネット・ＳＮＳ上のいじめも、現実の人間関係が強く反映されている場合が多

くある。従って、現実での人間関係をしっかり把握することがインターネット・ＳＮＳ上

のいじめの発見にもつながる。このため、トラブルに巻き込まれた子どもが見せる小さな

変化やサインを見逃さず、子どもの心に寄り添いながら声をかけ、いじめの芽に気づく努

力が必要である。 

 ②インターネット・ＳＮＳ上のいじめについての相談体制の整備 

  インターネット・ＳＮＳ上のいじめはもともとその把握が難しいものであるため、被害

を受けている本人が気づかない所で進行する場合もある。このため、各学校においては、

インターネット・ＳＮＳを利用している子どもが、自分自身もしくは身近な友達へのイン

ターネット・ＳＮＳ上のいじめを発見した際、どのように対応すればよいかを含め、相談

しやすい関係や体制を日頃から築いておくことが必要である。 

 ③学校ネットパトロール等の実施 

  民間委託しているコンピュータ支援員の業務の中に、『インターネット巡回調査』を含

める。インターネット巡回調査は、必要に応じて、子どもが利用しているＳＮＳ等のサイ

トにキーワードを入れ、問題のある書き込みがないか調査するものである。結果について

は、懸念事項が発見された時は委託業者が早急に市教育委員会に報告を行う。 

 

（２）早期対応への取組 

インターネット・ＳＮＳ上の不適切な書き込みや画像・動画の掲載等については、被害

の拡大を避けるため、迅速かつ徹底的に削除する措置をとる。特に名誉棄損やプライバシ

ー侵害等があった場合、管理者やプロバイダに対して速やかに削除を求めるなど必要な措

置を講じる。こうした措置をとるに当たり、必要に応じて法務局に協力を求める。 

なお、子どもの生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに

新庄警察署に通報し、適切な援助を求める。また、市町村をまたぐときは該当市町村の学

校や教育委員会と連携して対応する。 
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第５章 重大事態への対応 

重大事態発生と調査 

（１）重大事態について 

法第 28条第 1項に重大事態について規定されている。 

（学校の設置者又はその設置する学校による対処） 

第二十八条 学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲げる場合には、その事態に

対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、当該学

校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け、質問票の使用その他の適切な方法

により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとする。 

一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の※①生命、心身又は財産に重大な被害が生

じた疑いがあるとき。 

二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が※②相当の期間学校を欠席することを余

儀なくされている疑いがあるとみとめているとき。 

※①「生命、心身又は財産に重大な被害」については、いじめを受けている児童生徒の状況

に着目して判断する。 

 ・児童生徒が自殺を企画した場合 

 ・身体に重大な傷害を負った場合 

 ・金品等に重大な被害を被った場合 

 ・精神性の疾患を発症した場合 

  等のケースが想定される。 
※②「相当の期間」については、国の基本方針では不登校の定義を踏まえ、年間 30日を目

安としている。ただし、児童生徒が一定期間、連続して欠席しているような場合には上

記の目安にかかわらず、学校又は教育委員会の判断により、迅速に調査に着手する。 

※児童生徒や保護者から、いじめられて重大事態に至ったという申立てがあったときは、

その時点で学校が「いじめの結果ではない」あるいは「重大事態とはいえない」と判断

しても、重大事態が発生したものとして報告・調査等にあたる。 

 

（２）重大事態への対処 

学校は、重大事態（疑いがあると認められるときも含む。）が発生した場合には、

直ちに市教育委員会に報告する。市教育委員会はその事案が重大事態であると判断し

たときは、当該重大事態に係る調査を行うため、早急に学校又は市教育委員会内に、

調査委員会を設置とともに市長に報告する。 

①学校に置かれた『いじめ防止等の対策のための組織』を調査主体とする場合 

 校内に設置した『いじめ防止対策委員会』を母体に調査を行う。市教育委員会は学

校の要請に応じ人的な措置についても適切に支援し、いじめの事実を正確に把握する

ことを最優先にする。 
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②市が設置する『市いじめ問題対策専門委員会』を調査主体とする場合 

『市いじめ問題対策専門委員会』の委員で調査チームを組織（以下「調査チーム」

という。）して、第三者としてこれにあたる。調査にあたっては、調査の公平性・中

立性を確保するように努める。 

③調査結果の提供及び報告 

 『いじめ防止対策委員会（仮称）』及び『市いじめ問題対策専門委員会』は、質問

紙調査の実施により得られたアンケートについて、いじめられた子ども又はその保護

者に提供する場合があることをあらかじめ念頭におき、調査に先立ち、その旨を調査

対象となる子どもや保護者に説明する等の措置をとる。調査アンケートの開示につい

ては、「適切な情報提供」「個人情報の保護」の観点から精査して、慎重に対応する。

また、調査結果について、市教育委員会へ報告し、市教育委員会は市長に報告する。 

④調査後の支援体制・指導体制について 

『いじめ防止対策委員会（仮称）』及び『市いじめ問題対策専門委員会』は、調査結

果より、今後の被害の子どもへの支援体制と加害の子どもへの指導、再びいじめが発

生しないための対処について、基本的な方針と具体的な対策を提示する。 

⑤再調査及び措置 

 法第 28条第 1項の規定による重大事態の調査結果について報告を受けた市長は、

重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると

認めるとき、調査の結果について、法第 30条第 2項の規定により再調査を実施する

ため、条例に基づき「市いじめ問題再調査委員会」を設置する。 

第６章 その他いじめの防止等のための事項 

留意事項 

（１）学校における校務の効率化 

いじめ防止対策の基本は、教職員と子どもとの信頼関係の構築である。そのために

も、子どもと教職員が日頃より向き合う時間の確保が大切である。学校の管理職には、

一部の教職員に過剰負担にならないよう、校務分掌を適正化するとともに、校務の効

率化を図り、子どもとの向き合う時間の確保に努めるよう求めていく。 

 

（２）学校、地域や家庭との連携強化について 

 いじめの未然防止のための体制を整備しても、子ども同士の間では、様々なトラブ

ルが発生することがある。子ども同士のトラブルは、時に、良好な人間関係を構築す

ることを学ぶ大切な機会でもある。周囲の大人による監視の目を強めるのではなく、

トラブルを通して子どもの健全育成を行ったり、トラブルがいじめに至らないように

注意深く見守る等の意識を、指導する大人の側で共通理解する必要がある。そのため

にも、学校、地域、家庭において、互いの指導に関して情報交換を行いながら、連携

強化を図っていく。 
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第７章 点検・評価と不断の見直し 

 

１ いじめ問題に係る点検・評価の基本的な考え方 

いじめの問題は 1980年代に学校における深刻な問題として表面化してから何度も社会問題

になってきた。学校では、いじめ問題について、常に細心の注意をはらっているが、いじめは

インターネット上も含め大人には見えにくい世界で発生しており、その実態把握と取組の点

検・評価については、組織的・継続的に実施していく必要がある。 

 

２ 市教育委員会が行う点検・評価 

 （１）いじめの実態に関する調査結果の分析と考察 

   市教育委員会は、年度末に行われる子どもの問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調

査及び毎学期末における定期調査の結果を分析・考察し、当該学年におけるいじめの認知

件数、解決状況、いじめの態様等から、いじめ防止等に関する必要な指導・支援を行う。 

 

 （２）「市いじめ問題対策連絡協議会」及び「市いじめ問題対策専門委員会」における点検・

評価 

市教育委員会においては、「市いじめ問題対策連絡協議会」及び「市いじめ問題対策専

門委員会」に市基本方針による取組及び上記２（１）による調査結果の分析と考察につい

て報告し、当該年度のいじめの防止等に向けた取組について点検・評価を受け、広く市民

に公表するとともに、以降の取組に資するものとする。 

 

 ３ 学校における点検・評価 

 （１）学校評価を通して 

   市教育委員会は、学校評価の目的を踏まえ、いじめの有無やその多寡のみを評価するの

ではなく、日常の子ども理解、未然防止や早期発見、いじめが発生した際の迅速かつ適切

な情報共有や組織的な対応等が評価されることを教職員に周知徹底するとともに、問題を

隠さず、その実態把握や対応が促されるよう、子どもや地域の状況を十分に踏まえて目標

を立て、目標に対する具体的な取組状況や達成状況を学校評価の評価項目に位置付け、評

価結果を踏まえ、その改善に取り組むよう指導、助言を行う。 

   また、学校いじめ対策組織は、学校いじめ防止基本方針の策定や見直し、各学校で定め

たいじめの取組が計画どおりに進んでいるかどうかのチェックや、いじめの対処がうまく

いかなかったケースの検証、必要に応じた計画の見直しなど、各学校のいじめの防止等の

取組についてＰＤＣＡサイクルで検証を行う。 

 

（２）教員評価を通して 
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市教育委員会は、各学校が、教員評価においていじめ問題に関する目標設定や目標への

対応状況の評価を取り扱うに当たっては、必要な指導・助言を行う。 

 

４ いじめ防止基本方針の見直し 

 市は、市基本方針を必要に応じて見直していくが、当該基本方針の策定から概ね３年の経過

を目途として、法の施行状況や国の基本方針の変更等を勘案し、市基本方針の総点検を行い、

必要があると認められたときは、その結果に基づいて措置を講じる。 

 

 

 附 則  

   この市基本方針は、平成２７年 ４月 １日から施行する。 

この市基本方針は、平成３０年 １月１６日から施行する。 

この市基本方針は、令和 ６年 ４月  １日から施行する。 

 


